
22-030 

鋼 船 規 則  
鋼 船 規 則 検 査 要 領  
 

 C 編  船体構造及び船体艤装 
 
    

    

    

 

鋼船規則 C 編 2022 年 第 2 回 一部改正 
鋼船規則検査要領 C 編 2022 年 第 2 回 一部改正 

  
  
  

  

  

  

 

 

 

2022 年 7 月 1 日   規則 第 61 号／達 第 46 号 

2022 年 1 月 26 日 技術委員会 審議 

2022 年 6 月 27 日 国土交通大臣 認可 

 
一般財団法人 日本海事協会 



規則の節･条タイトルの末尾に付けられた

アスタリスク (*) は，その規則に対応する

要領があることを示しております。 

 



 

 

鋼 船 規 則  規 
 

則  C 編 船体構造及び船体艤装 
 

 

2022 年 第 2 回 一部改正 

2022 年 7 月 1 日   規則 第 61 号 

2022 年 1 月 26 日 技術委員会 審議 

2022 年 6 月 27 日 国土交通大臣 認可 



規則の節･条タイトルの末尾に付けられた

アスタリスク (*) は，その規則に対応する

要領があることを示しております。 
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2022 年 7 月 1 日 規則 第 61 号 
鋼船規則の一部を改正する規則 
 
「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 

 
C 編を全面的に改める。 
 

C 編 船体構造及び船体艤装 

（本文については別紙による。） 

 

 

 

 

 
附  則 

 
1. この規則は，2023 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 次のいずれかに該当する船舶にあっては，この規則による規定にかかわらず，な

お従前の例による。 
(1) 施行日前に建造契約が行われた船舶 
(2) 施行前の規則に適合する船舶の同型船であって，2025 年 1 月 1 日前に建造

契約が行われた船舶 



 

 

 

 

鋼船規則検査要領 
要 

 

領 

 C 編 船体構造及び船体艤装 
 

 

2022 年 第 2 回 一部改正 

2022 年 7 月 1 日   達 第 46 号 

2022 年 1 月 26 日 技術委員会 審議 



 

1 

2022 年 7 月 1 日 達 第 46 号 
鋼船規則検査要領の一部を改正する達 
 
「鋼船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 

 
C 編を全面的に改める。 
 

C 編 船体構造及び船体艤装 

（本文については別紙による。） 

 

 

 

 

 
附  則 

 
1. この達は，2023 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 次のいずれかに該当する船舶にあっては，この達による規定にかかわらず，なお

従前の例による。 
(1) 施行日前に建造契約が行われた船舶 
(2) 施行前の達に適合する船舶の同型船であって，2025 年 1 月 1 日前に建造契

約が行われた船舶 

 


